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１．趣旨 

 

町田市では、「第３期町田市子ども・子育て支援事業計画」（以下「計画」とい

う。）に基づき、保育提供体制を確保しています。２０２６年４月入所の申込者

数が大幅に増加したことを受けて２０２７年４月開所の小規模保育事業所１園

を公募し、事業者の選定を行います。なお、事業の実施につきましては、現在修

正中の計画の確定及び２０２６年第２回町田市議会定例会においての６月補正

予算の承認を条件といたします。 

 

２． 募集する施設 

 

（１）事業内容 

賃貸物件を活用した、児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育

事業所Ａ型の整備 

 

（２）定員 

１歳児および２歳児を対象とし、定員構成は以下を原則とします。 

 

１歳児 ２歳児 合計 

９名 １０名 １９名 

※卒園後の受け入れ先確保は必須となります。詳細は、４（１）エをご覧

ください。 

   

（３）開所時期 

２０２７年４月１日 

 

（４）募集地域 

以下で示す地域において、１園募集します。 

東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅から概ね徒歩１５分 

  ※別紙１の地図をご覧ください。 

 

（５）施設整備にかかる補助制度について 

  別紙２参照 

 

（６）開設後 賃借料補助について 

  別紙３参照 
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３．応募資格 

 

（１）運営主体 

運営主体は次のいずれかに該当するものとします。 

ア 社会福祉法人 

イ 学校法人 

ウ 児童福祉法第３４条の１５第３項各号に掲げる基準を満たす法人格 

を有する者 

 

（２）運営実績 

２０２６年４月１日時点で、次のいずれかの運営実績を満たしていることと

します。 

ア 東京都又は神奈川県において、認可保育所を１年以上運営している。 

イ 東京都又は神奈川県において、認定こども園を１年以上運営している。 

ウ 東京都又は神奈川県において、小規模保育事業所を１年以上運営してい

る。 

 

（３）財務内容 

財務状況は、運営する保育事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容

が適正であり、次のいずれにも該当しないこととします。 

ア 直近３年間の会計年度において、３年間連続して損失を計上している。 

イ 直近の会計年度において、債務超過になっている。 

 

（４）指導検査等 

運営主体及び運営している施設において、過去３年間（２０２３・２０２

４・２０２５年度）に実施された所管庁の監査、指導検査等において、文書

指摘を受けていないこととします。ただし、文書指摘を受けていた場合であ

っても、適正な改善報告がなされている場合は、指摘を受けていない場合と

同様に取り扱います。 

 

（５）欠格事由 

  応募事業者またはその役員が次のいずれにも該当しないこととします。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当するもの（地方公共団

体の一般競争入札の参加者資格に抵触するもの） 

イ 住民税又は法人税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税等を滞納

しているもの 

ウ 破産法又は民事再生法、会社更生法の適用を受けているもの又は受けよ
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うとしているもの 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動

を行うもの 

オ 電子交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しないもの 

カ 申請日前６ヶ月以内に不渡手形又は不渡小切手を出したもの 

キ 町田市工事請負契約指名競争入札参加者指名基準に規定する指名の制

限に該当するもの 

 

※なお、必要に応じ関係機関へ、資格審査のための照会をすることがあります。 

 

（６）その他 

応募事業者またはその役員が次の事項を満たすこととします。 

ア 社会福祉事業に関する知識、経験、意欲があり、小規模保育事業所の運

営を適切に行うことができる。 

イ 小規模保育事業を行うために必要な経済的基礎があり、将来において安

定した運営が見込める。 

ウ 小規模保育事業を行う者（経営に携わる役員）が社会的信望を有する。 

エ 施設を利用する保護者や地域との信頼関係を築き、様々なニーズにきめ

細かく応えることができる。 

オ 本要項にて提示する条件を厳守できる。 

カ 関係法令等を熟知し、遵守できる。 

キ（１）～（６）に定めるほか、不適当と認められるものでないこと。 

 

４．募集する小規模保育事業所の要件等 

 

（１）運営の条件 

ア 保育実施日 

原則として、月曜日から土曜日までとします。 

休園日は日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（１

２月２９日から１月３日まで）とします。 

 

イ 保育時間 

最低１１時間とし、延長保育も認めます。 

 

ウ 職員配置 

町田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（以下、「市
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基準条例」という。）第２９条に規定する職員配置基準を満たすこととしま

す。 

また、原則として管理者を設置してください。（公定価格の条件を満たさ

ない場合は、減算の対象となります。） 

 

エ 連携施設 

小規模かつ１歳児～２歳児までの事業であるため、①保育内容の支援、②

卒園後の受け入れ先としての役割を担う保育所等の連携施設（市内の認可施

設に限る）を設定することとします。   

 

※ 選考会までに、連携施設の候補園と交渉し、内諾を得るようにしてくだ

さい。 

※ 実施事業者に決定した場合には、９月末までに正式に連携施設を確保し、

連携施設と覚書を交わしていただきます。 

※ 応募段階において連携施設が確保されている場合でも、施設状況や連携

内容を市で確認の上、調整を行う場合があります。 

※  ②については、卒園児全員分の確保が必要です。 

※ 幼稚園を連携施設に設定する場合は、１１時間開所を行っていることを

条件とします。 

 

連携施設との距離が離れている場合（目安：半径２ｋｍ）は、保護者の送迎

負担軽減策を示してください。具体的には、朝夕の送迎における通園先との

中継場所となる送迎保育ステーション事業等の実施を想定しています。一時

的に児童を預かるという性質上、面積基準等、保育所と同等の基準を満たす

ようにしてください。ただし、送迎負担軽減策については補助対象外となり

ます。 

 

オ 給食 

原則として、自園で調理してください。 

※ 市基準条例第１６条に規定される条件を満たす場合、外部搬入も可能 

とします。 

 

カ 賠償保険 

事故等の発生による補償を行うことができるように、賠償責任保険に加

入してください。 

 

 



5 

（２）建物・設備の条件 

ア 開設時期に合わせて応募事業者自身が小規模保育事業所とする建物を

確保できること。 

イ 市の施設検査までに建物に係る工事（備品の搬入を含む）が完了してい

ること。 

ウ 市基準条例第２８条に規定する設備基準を満たすこと。 

エ 火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に２箇所２方向の避難経

路が確保されていること。 

オ 採光、換気等入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払うこと。 

カ 原則として１９８１年（昭和５６年）以降の新耐震基準に基づき設計及

び建築されたものであること。 

キ 関係法令に基づいたアスベスト対策を開所までに行うこと。 

ク 建築基準法による建築確認申請書・建築確認済証及び検査済証の交付を

受けている建物であること。（検査済証が無い建築物については、建築

当時の建築基準関係規定に適合していることが分かる書類を提出する

こと。） 

ケ 延床面積が２００㎡を超える施設については、建築基準法に基づき建物

を保育所用途とすること。建築基準法に基づく用途変更が必要のない規

模であっても、保育所用途への適合を図ること。 

コ 「室内化学物質対策実施基準」測定結果が厚生労働省の定める指針値以

下であること。 

サ 賃貸借契約は、原則として１０年間とすること。 

シ 駐車場（障がい者用駐車場１台以上を含む）、駐輪場、ベビーカー置き

場が原則確保されていること。 

ス 園庭（敷地内に園庭を設けられない場合は、条件を満たした代替園庭）

が備わっていること。 

セ 保健衛生への配慮から、医務室または医務スペースを設けること。 

ソ 町田市福祉のまちづくり総合推進条例に適合すること。（事業者決定し、

認可を行う際には協議済証および検査済証をご提出いただきます） 

 

※ 施設整備費補助金を活用して小規模保育事業所の新規整備を行った後、建物

等の耐用年数経過前に保育所を廃止又は建物を除去した場合、補助金の一部返

還を求める可能性があります。 

※ 以下の表＜参考：保育所等の耐用年数（こども家庭庁告示第９号）＞を参考

にしてください。詳細については、厚生労働省ホームぺージ上「こども家庭庁所

管補助金等に係る財産処分について」の「補助事業等により取得し、又は効用の

増加した財産の処分制限期間」をご確認ください。 
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＜参考：保育所等の耐用年数（こども家庭庁告示第９号）抜粋＞ 

建物附

属設備 

電気設備 １５年 

給排水又は衛生設備及びガス設備 １５年 

冷暖房設備 １３年 

消火、排煙又は災害報知設備等 ８年 

家具・建具 １０年 

 

５．スケジュール  

 

２０２６年５月１９日        募集要項等公開 

２０２６年５月１９日～５月２９日  質疑期間 

２０２６年６月５日         質問事項への回答公開 

２０２６年７月２１日        申込締切 

２０２６年８月中旬         選考会 

２０２６年９月上旬         事業者の決定 

２０２６年９月上旬～１１月下旬   設計・入札準備・入札【事業者】 

２０２６年１２月～         工事期間【事業者】 

２０２７年３月           認可検査・認可交付 

２０２７年４月１日         開所 

※スケジュールはあくまで予定であり、変更になる場合があります。 

※着工後は、月１回工事の進捗を報告していただきます。 

 

６．事業予定者の選定について 

 

（１）選定方法 

応募書類の選考を経て、２０２６年８月中旬にプロポーザル方式による選考

を行い、事業者を選定する予定です。 

 

（２）選考基準項目 

ア 事業者の理念、計画性 

イ 運営の安定性、管理体制 

ウ 施設の利便性 

エ 保育の質、保育環境 

 

（３）選考結果 

２０２６年９月上旬に選考結果を通知します。その後、町田市ホームページ

上に掲載します。 
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※注意事項 

ア 応募事業者数にかかわらず、選考の結果、選定されない場合もあります。 

イ 虚偽の申請等が判明した場合は、決定が取り消される場合があります。 

ウ 期日までに提出された内容で審査します。 

 

７．応募書類の提出について 

（１）提出書類 

別紙 『提出書類一覧表』のとおり。 

 

※ 様式は町田市ホームページに掲載します。 

掲載場所： 

トップページ ＞ 子育て・教育 ＞ 子育てに関する事業者の方へ 

＞２０２６年度 小規模保育事業者の募集について 

 

（２）提出期間 

日にち  ２０２６年５月１９日（火）～２０２６年７月２１日（火）まで 

       （土・日・祝日は除く。） 

時間   ９時～１２時、１３時～１７時 

場所   町田市役所 市庁舎２階 子育て推進課 整備係 

  提出方法 窓口（２０３）に直接持参 又は 郵送も可とします。 

※提出方法、日時等を電話または電子メールにて、事前にご連絡

ください。 

       ※郵送で提出される場合は、特定記録郵便等の配達記録の残る

方法で郵送してください。 

        （２０２６年７月２１日（火）必着） 

        送付先：〒１９４－８５２０ 東京都町田市森野２-２-２２ 

 

※ 提出書類に不備があった場合は、締切までに出し直せば受付します。 

   締め切り後に不備が見つかった場合、修正等は認めません。内容によっ

ては、減点もしくは失格となる可能性があります。 

 

（３）提出方法 

・正本１部及び副本１部の合計２部を紙ベースで提出すること。 

・原本は正本に添付し、副本にはコピーを添付すること。 

・副本は、法人や個人が特定できる部分をふせるよう加工すること。 

・提出書類は、原則Ａ４サイズとし、図面はＡ３サイズとすること。 

・提出書類の種類ごとに表紙を作成し、インデックスをつけること。 
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・別紙『提出書類一覧表』にチェックを入れ、先頭に添付すること。 

・Ａ４サイズのフラットファイルに綴じること。 

・正本及び副本の電子データを併せて下記に提出すること（Word、Excel 

またはPDF形式のみ）。 

・提出先メールアドレス：mcity8300@city.machida.tokyo.jp 

 

※ 応募書類は返却不可とします。 

※ 応募にあたっての費用はすべて応募事業者の負担とします。 

 

＜製本例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．質疑について 

（１）質疑書の提出 

  本事業に関する質問事項は「質疑書」に記載の上、電子メールに添付し、

『１１.担当部課』の電子メールアドレスに送信してください。 

  件名は、「小規模保育事業所質疑（法人名）」としてください。 

質疑書の提出期限：２０２６年５月２９日（金）１７時 

 

 ※「質疑書」は町田市ホームページに掲載します。 

掲載場所： 

トップページ ＞ 子育て・教育 ＞ 子育てに関する事業者の方へ 

＞２０２６年度 小規模保育事業者の募集について 

（２）質疑の回答 

  提出された質疑書の質問事項への回答は、すべて取りまとめて、町田市ホ

ームページに掲載します。 

質疑書回答予定日：２０２６年６月５日（金） 

表紙及び背表紙に、『小規模保育事業所』 

『施設名（仮称）』『事業者名』 を記載してください。 

提出書類一覧表の番号に 

合わせてください。 
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９．事業提案・実施等にあたっての留意事項 

ア 小規模保育事業所の整備及び運営にあたっては、近隣住民及び地域関係者

（教育・保育施設、自治会等）に対して、応募段階及び事業者決定後等

で、十分に説明（説明会を開催する等）を行い、理解を得るようにしてく

ださい。送迎・保育時の安全、騒音については、事業者の責任において、

誠実に対応してください。 

イ 近隣住民及び地域関係者（教育・保育施設、自治会等）の理解が得られな

い等、何らかの理由において、２（３）で定める期日までに開所できない

場合、補助金は支給されません。申請は取り下げていただきます。 

ウ 応募のために支出した費用等については、すべて応募事業者の負担となり

ますので、応募時点の不動産の売買、賃貸借契約、金融機関からの借入

れ、建物の整備に係る設計業務への支出等については、慎重に判断してく

ださい。 

エ 賃貸借契約の内容協議や契約締結については、土地・建物所有者と事業者

の責任において実施してください。本件に関して両者間でトラブルが発生

したとしても、町田市はその一切の責任を負いかねますので、ご留意くだ

さい。 

オ 工事業者の入札及び契約については、市と調整の上、行ってください。 

カ 工事全般にわたり、騒音、振動等環境対策に十分配慮し、事業者の責任に

おいて対策を講じてください。 

キ 本件申請における関係機関・団体・近隣住民との調整・紛争等の解決につ

いては、事業者の責任において誠意をもって対応してください。 

ク ２０２７年度末までに、東京都福祉サービス第三者評価を受審してくださ

い。 

ケ 開所後は、少子化などの社会情勢に鑑み、入所率や運営状況を踏まえ、状

況に応じて閉園に向けての協議をする場合があります。 

コ 事業の実施については、２０２６年５月の「第３期町田市子ども・子育て

支援事業計画」の変更承認及び２０２６年第２回町田市議会においての６

月補正予算の承認を条件とします。 

 

１０．関係法令等 

 

小規模保育事業所の整備に関して、それぞれ関係する法令・通知等を熟知し遵

守するとともに、本要項に記載した条件を満たすこととします。 

ア 児童福祉法 

イ 子ども・子育て支援法 

ウ 建築基準法 
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エ 都市計画法 

オ 消防法 

カ 建築物バリアフリー条例 

キ 東京都建築安全条例 

ク 町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例 

ケ 町田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例 

コ 町田市福祉のまちづくり総合推進条例 

サ 町田市景観条例 

 

その他関係する法令等を遵守してください。 

 

 

１１．担当部課 

 

町田市役所 子ども生活部 子育て推進課 整備係 

電  話 ０４２－７２４－４４６７ 

ＦＡＸ ０５０－３１０１－９４５９ 

Email  mcity8300@city.machida.tokyo.jp 


